
令和 8年 3月 26日  

 

入札参加者 様 

上越市ガス水道局   

（ 管 路 課 ）    

 

 

令和 8 年 4 月 1 日以降通知（公告）するガス水道本支管工事の運用について（通知） 

 

 

この度、ガス水道資材単価及び労務単価の改定に伴い、上越市ガス水道局が発

注するガス水道本支管工事について下記のとおり運用します。 

なお、舗装工事については令和 5 年 7 月 10 日付通知の「令和 5 年 8 月 1 日

以降通知（公告）する舗装工事の運用変更について」のとおり運用します。 

 

記 

 

1. 適用の時期 

令和 8年 4月 1日以降の入札通知及び入札公告分から適用 

 

2. 改定内容 

① 労務単価は、令和 8 年 3 月 20 日以降適用の「新潟県土木工事等基礎単

価表」の価格とします。 

② ガス水道資材単価は、令和 8年 2月物価資料及び業者見積による最新単

価である（令和 8年度［春］資材単価一覧表） 

※資機材単価（上記以外）は、令和 7年 10月 20日以降適用の「新潟県

土木工事等基礎単価表」の価格とします。 

③ 適用歩掛は、令和 7年度水道事業実務必携、令和 7年 10月 20日以降適

用の積算基準（新潟県土木部）及び令和 7年度下水道用設計標準歩掛表

とします。 

 

3. 注意事項 

① 労務単価と資機材単価の適用年月が異なります。 

② 「週休 2日適用工事」実施要領の改定により、積算方法も変更となりま

す。詳細については、上越市ガス水道局「週休 2日適用工事（現場閉所）」

（令和 8年 4月）実施要領を参照 

※（局ホームページ：「入札契約情報＞各種規定等」に掲載） 


